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平成２７年白老町議会決算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２７年 ９月１６日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 １時５７分 

                                          

○出席委員（１２名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      副委員長 山 田 和 子 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 西 田  子 君      委  員 広 地 紀 彰 君 

委  員 吉 谷 一 孝 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 及 川   保 君 

議  長 山 本 浩 平 君  

                                          

〇欠席委員（なし） 

                                            

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町 長     戸 田 安 彦 君 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君 

     副 町 長    岩 城 達 己 君 

     教 育 長    古 俣 博 之 君 

     総 務 課 長    大 黒 克 己 君 

     総務課防災危機管理室長    小 関 雄 司 君 

     総 務 課 主 幹    工 藤 智 寿 君 

     財 政 課 長    安 達 義 孝 君 

     財 政 課 主 幹    冨 川 英 孝 君 

     企 画 課 長    高 橋 裕 明 君 

     経 済 振 興 課 長    本 間   力 君 

     経済振興課港湾室長    赤 城 雅 也 君 

     農 林 水 産 課 主 幹    池 田   誠 君 

     生 活 環 境 課 主 査    小野寺 修 男 君 

     町 民 課 長    畑 田 正 明 君 

     町 民 課 主 査    斎 藤 大 輔 君 

     町 民 課 主 査    瀬 賀 光 子 君 

     税 務 課 長    南   光 男 君 
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     税 務 課 主 幹    小 林 繁 樹 君 

     上 下 水 道 課 長    田 中 春 光 君 

     上 下 水 道 課 主 幹    佐 藤   聰 君 

     上 下 水 道 課 主 幹    杉 本 道 彦 君 

     上 下 水 道 課 主 幹    斎 藤 誠 一 君 

     上 下 水 道 課 主 幹    久 保 雅 計 君 

     建 設 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     建 設 課 主 幹    舛 田 紀 和 君 

     建 設 課 主 幹    河原井 久 生 君 

     建 設 課 主 幹    後藤田 久 雄 君 

     健 康 福 祉 課 長    長 澤 敏 博 君 

     健 康 福 祉 課 主 幹    竹 内 瑠美子 君 

     高 齢 者 介 護 課 長    田 尻 康 子 君 

     高齢者介護課主幹    大 津 孝 典 君 

     高齢者介護課主幹    定 岡 あゆみ 君 

     学 校 教 育 課 長    高 尾 利 弘  君 

     学校教育課食育防災センター長    葛 西 吉 孝 君 

     学校教育課食育防災センター主査    久 末 雅 通 君 

     病 院 事 務 長    野 宮 淳 史 君 

     病 院 事 務 次 長    庄 司   淳 君 

     会 計 課 室 長    熊 倉 博 幸 君 

     消 防 長    中 村   諭 君 

     監 査 委 員    菅 原 道 幸 君 

監 査 委 員    吉 田 和 子 君 

                                          

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長   岡 村 幸 男 君 

     主 査   増 田 宏 仁 君 
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◎再開の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、昨日に引き続き、決算審査特別委員会を再開いたします。 

（午前１０時００分） 

                                           

◎認定第 １号 平成２６年度白老町各会計歳入歳出決算 

認定について 

○委員長（小西秀延君） 一般会計の決算審査を引き続き行います。 

 昨日は、10款、教育費まで終了しております。 

 それでは、11款、災害復旧費に入ります。主要施策等成果説明書は141ページから144ページまで

です。決算書は402ページから409ページです。質疑があります方はどうぞ。 

 15番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） 災害の関係でちょっとお尋ねしたいと思っております。平成26年度の９月

10日から12日にかけての災害、これ本当に日本各地で今は地球温暖化が影響しているのかわかりま

せんけれども、ピンポイントの集中豪雨で大きな被害をもたらすというような傾向になっておりま

す。それで町の管理河川の飛生川の氾濫が26年にありまして、シイタケの農業法人あるいはそのも

ともと既存の牛を飼っておられる農家の方々、大きな被害がありました。また、石山工業団地等々

も浸水されて被害も出たと思います。 

 それで、今回この災害復旧に関して今これの26年度で行われたものである程度完了されているの

か、それともまだこれから27年度、28年度にかけて行われるものがあるのか。現状どのような状況

になっているかということと、実際にまた同じような集中豪雨があったときに今この復旧した工事

で耐えられる状況になっているのかどうなのか、その辺も含めてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 現状についてお答えしたいと思います。平成26年から27年度、今年度

にかけて河川につきましては４本、それから道路につきましては７本の工事を発注しております。

工事につきましては全て今年度内で終わるという予定の中で進めているという状況です。それから、

そこの工事で改修した部分についても、今後の災害の部分については担当のほうからご説明いたし

ます。 

○委員長（小西秀延君） 河原井建設課主幹。 

○建設課主幹（河原井久生君） 今回の復旧した部分につきまして、同じような降雨について耐え

られるかというご質問と思います。災害復旧事業ということで被災した箇所につきましては護岸等

で処理しますので、その部分につきましては同じような水位、同じような流速には耐えられると思

いますが、自然河川であることですから蛇行等は繰り返されまして、堆積する土砂の場所、それか

ら洗掘して深くなる場所等ありますので、復旧していない場所につきましては今後必ずしも同じよ

うな雨に耐えられるということにはならないかと思います。ただ災害復旧で行った場所については、

同じような雨の状況までは耐えうると考えております。 

○委員長（小西秀延君） 15番、山本浩平議長。 
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○議長（山本浩平君） 26年度の災害復旧の工事の状況と現況よくわかりました。それであとお尋

ねしたいことは、白老の場合昔はという表現はよくないですが、交通防災ということで交通安全と

防災と一緒のところの課がありましたけれども、危機管理室ということで別にそういう体制をとっ

ておるということで、大変災害に対して非常にその町も積極的に対応をされているなということを

非常に私も高く評価いたしたいというふうに思います。 

 それで避難指示の関係についても、ここでお尋ねしたいというふうに思います。さきの先という

か、ついこの前の鬼怒川の氾濫がございました。鬼怒川の氾濫でいろいろ日にちがたつにつれて、

検証が行われたわけでございますけれども、今１番被害のあったのが茨城県の常総市ということで

すけれども、その常総市の市役所自体も水につかったような状態で、なかなかその危機管理体制を

指令するのに時間もちょっとかかったり、あるいはその地区ごとによって避難命令がちょっとばら

ばらだったという検証がでています。それでやはりそういったときは当然国、向こうでいうと県、

こちらだと道ですけれども、そういうところとの連携、あるいは消防との連携、それらも含めて避

難指示に関しての体制づくり、これについてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 鬼怒川の取り残された人たちのインタビューが出ていたのですけれども、実はその鬼怒川は堤防

が高いから大丈夫だということで何か安心されていた方々も結構いて、取り残されたところは30数

年前に鬼怒川と反対側の川が、ちょうど川と川に挟まれた集落だったのです。鬼怒川よりももう一

つのほうが低いからそちらのほうを警戒して、こちらは大丈夫だというふうに思っていた住民がた

くさんいて、結局避難指示を出したとしても住民がその避難指示に従わない方々が、安心していた

方々がいたというような状況だったというのもいろいろ報道されておるわけですけれども、やはり

今白老町これ高齢化率がどんどんどんどん高くなっていまして、ひとり暮らしの老人の方も結構い

らっしゃる。そういう中で避難体制をどう構築していくかということが１番大切と思います。今回

も非常に白老の場合は山のほうからの雨と、今回のように海からの高波による被害、両方あります。

そういったような中でやはり災害に対して、いかに早く動いてそしてスピーディーに避難をさせる

かと、こういうことがやはり１番大切だなというふうに思っております。そういう中で町としての

体制、これについてどう考えているかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 小関危機管理室長。 

○総務課危機管理室長（小関雄司君） 災害時の避難の体制ということでございます。先般の鬼怒

川の大災害というのは、我々としても大変重く受けとめていまして、白老でいえば白老川が１番大

きいのですけれども、そういった川の警戒というのは常に怠ることはできないかなと思います。町

としましては避難対策する前段としましていろいろ今回の高波でしたら、例えば開発建設部、また

は道とその高波の状況、また気象台からの情報を常にいただいていまして、今後どう流れていくか

というのは常に情報交換してその状況を勘案していると。そういった中で民家に対して被害が及ぶ

前にやはりこの避難体制、避難勧告等を準備しなければいけないといった部分があるかと思います。 

 今回の高波で例をいいますと、やはりその高波が民家にどういう影響をするかという前に、避難

所をまず開設して避難をさせるような地区を選定して、何軒あるかといった部分を常に今回の高波

では警戒しながらそのあたりのほう事務的なことを進めていたということで、まずそういった部分

では、その住民の方々の安全確保ということ優先にいまのところ考えております。 
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 そういった中では例えば、はまなす団地の方々についても５時、６時の段階で退避を促したとい

った部分で高齢者とか要支援者の方々に対しては、それはそれで早目の自主避難といいますか、あ

らかじめその情報は伝えて避難を促したといった部分で、我々としても高齢者がふえた中ではその

あたりの情報というのは常に町内会長等を通して、情報を伝達しながら災害に備えていくといった

部分で考えております。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 昨年の災害、先般の災害、具体的には情報伝達等々含めて各関係機関、

情報収集した中で避難所開設、避難指示を出すというのは今担当課長言いましたけれども、当然そ

の前に災害本部を設営するのですけれども、私ども本部に詰めた中で情報を押さえた中でいつそう

いう指示を出すかというのが１番判断に迷うところがあるのですけれども、心構えとして空振り良

しという思いでタイミングを逸しないように、ほかの地区の災害もそうですけども、避難命令を出

すと避難場を設営して、それから指示を出してということで非常に大きな指示命令になります。そ

れを躊躇すればタイミングを逸するというようなことがありますので、心構えとしては空振りよし

という心構えで、早目早目、先手先手にそういう体制をとるというような心構えで本部の中ではい

つもいるということで、そういう心構えで対応していきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 15番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） 以前、全戸避難を出したことがあります。そういう今副町長がおっしゃら

れたように空振りよしと。やはりそういったことは大事につながらないといいますか、いわゆる死

亡するような被害者をとにかく１人も出さないと。そういう体制でぜひ臨んでいただきたいなとい

うふうに思っているところでございます。 

 最後にお尋ねしたいのが、よく新聞等々で町長と外部の企業だとかいろいろな団体と災害協定を

結んでいますよね。あれを今全部ここで言われるとすればちょっと時間がかかると思うので、代表

的なものがもしあれば教えていただきたいのと、それらもよく町民に知らせるために広報等で逐次、

町民に理解をしていただいたほうが、こういうときこういうところに、例えば福祉施設のところの

上に逃げられるのかなとか、いろいろなことがわかると思うのです。その辺を徹底すべきではない

かなというふうに思うのが１点。 

 それとあと、こういう災害起きたときの先ほどちょっと話しましたけど、消防との連携、どのよ

うな初動体制を取られているのかというのをちょっと消防のほうに聞きたいのが１点。 

 それと自衛隊関連です。ここでいうと第７師団なのかどうかわかりませんけれども、そういうと

ころとの連携はどのようになっているのか最後にお尋ねしたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 小関危機管理室長。 

○総務課危機管理室長（小関雄司君） まず１点目の災害の協定についてでございます。災害協定

につきまして直近でいいますと、避難施設として老人ホーム。高砂にある老人ホームのほうと先般

協定を結ばせていただいております。それと今回の食育防災センターの部分でも大災害に備えて炊

き出しをやっていただくといった部分の協定を結んでおります。それと今月の末なのですけれども

室蘭トラック協会のほうと物資の輸送というようなことで、ことしに入ってすでにこれで予定とし

ては３件ほど協定しまして、その前段としましては27件ほど去年までで食糧の部分ですとか、輸送
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の部分ですとか、そういった部分での協定を結ばせていただいております。 

 それとあと、そのあたりの町民への広報ということなのですけれども、それを新聞報道でもある

のですけれども、基本的には町の広報等でそれとホームページなどを使って広報して皆さんにお知

らせすると。今、防災マップという中にいろいろ協定の関係もあるので、結んでいるのも教えてい

るのですけれども、そういう中で臨時に刷り込みしてそれを全戸配布というようなことも今後やっ

ていくような形で考えております。 

 それと自衛隊との連携ということなのですけれども、今搬の９月10日、11日、12日の高波につい

ても自衛隊のほうにはその警報等の旨を連絡して情報は伝えております。直接自衛隊のほうからそ

の状況確認しにということで、第７師団の責任者の方に来ていただいて、そのあたりの情報交換も

させていただいているということで、常に国とまた関係機関とはそのあたりの情報というのは、い

ただいたりこちらのほうから流したりして、そういう体制は組んでいるような状況であります。 

○委員長（小西秀延君） 中村消防長。 

○消防長（中村 諭君） 連携体制についてご質問ありました。まずは町民から大体警報が発令し

た後に、119番で被害だとか心配事の相談が入ってきます。これことしから運用しています。今月か

ら運用していますけれども、防災と各情報でＧＩＳという、パソコンで入力しますと全課長がその

情報を共有してみられるというシステムになっています。消防は初動しましてその情報が無線で入

りましたら、全てそこに打ちこみますと危機管理室のほうで全部見られるという状況になっていま

す。そういうことで危機管理室から役場職員がそこに間に合わないというようならば、消防自動車

出してくれだとか、そういう連携をまずスタートさせます。次に順番に地域防災計画の中で順番に

進んでいくのですが、対策本部に私も詰めます。消防本部と連絡をとりながら、当然ＧＩＳのほう

に打ちこみをしながら、連携を取っていくという形になるのですけれども、今回の直轄海岸、これ

につきましては消防が出動するということになっております。これも今回警報が発令された時点で、

消防団員、消防職員も含めましてメールで今こういう状況になりつつあるのでということで自宅待

機をかけた後に、順次応援体制をとるという形になっています。今回消防団も出動させていただい

て、警戒とそれから一部作業実施しております。これは直轄海岸という関係がありましてやってい

ます。この点、今月から始まりましたＧＩＳ、これは電話しなくても大変便利でみんなが共通して

見れることなので、これも今後活用して体制、連携を強化したいなと考えております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 対策本部は内部というか白老町内の話は今言ったとおりで、対策本部を立

ち上げてから、外部というかそういうネットワークでは振興局を通して北海道のほうにも逐次状況

を把握していただいておりますのと、あとは苫小牧警察署白老交番の署長さんも実際本部に来てず

っと本部に滞在していただいたということと、自衛隊の話も出たのですが第７師団の73戦車連隊が

隊区でありますので、そこから夜中だったのですが連隊長からきちんと連絡がきて、これから向か

うということで対策本部にも張りついていただいたということでありますので、先ほど副町長が言

ったように空振りの話をしたのですけれども、見逃しではなくてきちんと空振りしてもいいから対

策きちんととろうという体制づくりはできているかなというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 これで災害復旧費を終了させていただきます。 

 続きまして、12款、公債費に入ります。主要施策等成果説明書は145ページから152ページまで、

決算書は410ページから411ページであります。質疑があります方はどうぞ。 

 ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 公債費の関係で今回主要成果等説明書を見せていただいていましたら、全

会計のもの11億円減っているということが一目でわかるという状況、それから金利の状況も記載さ

れていて非常に見やすいなということで評価をしたいと思います。 

 起債総額ではまだ238億円ということですので、相当な量があるなというふうな印象を持ちまし

た。それで金利の関係なのですけれど、これいつも言っていますけれども、これを見ますと10倍、0．

5％以下というのと５％以下という10倍の違いがあるのです。これで単純に見ますと0.5％以下が29

億円くらいあるという状況の中で、3.5％ぐらいまでは借り換え含めて何とかこれ早く返すというこ

とができないものなのかどうか。そういう努力は質問も何度もしていてやっているとは思うのです

けれども、これを見ますとやれるところとやれないところがあるのかなというふうにも理解できる

部分もあるのですけれども、借り換えの経緯、例えば3.5％ぐらいまで３％で結構ですけれども、借

り換えをするなり、繰り上げ償還するなりということができる部分とできないのがはっきりしてい

るかどうか、その辺含めてお尋ねしたいと思います。、 

○委員長（小西秀延君） 冨川財政課主幹。 

○財政課主幹（冨川英孝君） 公債費の関係ですので私のほうから回答させていただきたいなと思

います。資料のほうにもございますとおり、利率の区分ごとに起債の残高記載させていただいてお

ります。その中で3.5％あるいは2.5％、いろいろあろうかと思うのですけれども、繰り上げ償還に

関しましては今金利の高いものにつきましては政府資金といいまして、財務局だとかそういったと

ころから借りているものが金利の高いものとして残っています。これにつきましては平成22年から

24年度に補償金免除繰り上げ償還というのを実施させていただいているのですけれども、それを過

ぎますと実はこの財務局というか、政府資金については金利も一緒に返さなければいけないという

ことで、繰り上げ償還するメリットが正直発生しないというのが現状でございます。国もいろいろ

とやはり金利を財源としてされているというような状況があろうかと思いますので、政府資金につ

いてはそういった関係もありまして、そういう期間を除いてそのときに金利の高いもの優先的に償

還してございます。今あるのが2.6％というのが縁故債といいまして、市中銀行というか、そういっ

たところの金利の償還をできないかということで、現場サイドとしても検討は続けているところで

はあるのですけれども、それに向けて先般の補正予算でも5,000万円減債基金とうか、町債管理基金

に積ませていただきましたけれども、それが今１億円ございます。それを原資にいつかのタイミン

グでしっかりと繰上償還をさせていただきたいなというふうに思っておりますが、高い金利につい

ては今そういった関係で利子も含めて払わなければいけないから払わない。正直払えないという状

況です。 

 民間の資金に関しましては状況を見てということになります。少なくとも１億円は今原資を積ま

せていただいていますので、あとは相手方がありますのでそれと協議だとかを進めながらしかるべ
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き時期に、しかるべき金額を繰上償還して公債費の削減に努めてまいりたいなというふうに考えて

おります。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 説明でよくわかりました。わかったけれど、その国が市中銀行が交渉の仕

方によってはいいよというのに、国が全部金利を含めて返せというのは何かすごく理不尽なような

気がするのです。返さないといっているわけではないのだから原資は返すと。これからの金利は勘

弁してよというのは、これは一般論とした当たり前だと思うのですけれども、こういうのは町村会

等々でやっぱり強力にやるべきだ。例えば４％以上のものについては今回はやりましょうとか、そ

れくらいのものがなければ何か交付税みんな見るからいいよと、過疎債も交付税で見るよとか、そ

のようないい部分がありながらこのようなふうに残しているのだったら、何か非常に国の財政方針

がなにかバランスを欠いているような気がするのです。そこはやっぱり町村会なら町村会で強力に

申し入れてやるべきだと思うのだけれども、やっていると思うのだけれどどのような状況なのです

か。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政課長。 

○財政課長（安達義孝君） 先ほど主幹のほうからご説明申し上げましたけれども、国のほうで補

償金免除という制度は以前はやっていて、一定の高いものはもう償還されていますけれども、現在

まだ５％以下のものがございまして、国のほうも財源、これ財政投融資というお金を使っています

ので国のほうもある程度金利を稼がないと、それを運用できない部分がございますので、国も市町

村にどんどんどんどん高い金利を繰り上げ償還されると困るような状況になりますので、それであ

る程度歯どめで、一定のもので切って高いものは過去にやりましたけれども、５％が限度というこ

とで町村会をとおしてこの部分を今、市場金利すごく安い状況ですからそれに合わせながら要望は

していきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 健全化プランの進捗状況の中の５ページの起債の抑制についてちょっと

伺いたいと思います。起債の抑制についてはかなり財政当局努力していることは本当に評価します。

今回も減債基金を積んだり、非常に財政規律を保とうとしている努力は十分に理解しますし、いい

ことだと思っています。この財政の抑制の中で私が言いたかったのは、過疎債は次年度以降も元利

償還に対して７割交付されるとこれははっきり明記されています。これは事実なのだけれども、過

去において港湾建設、これはずっと付記してきているのです。これがここの議会で財政危機になっ

たときに議論されて、それは全て入っていないのだと、そういう大義名分のもとに投資し過ぎた。

あるいは議会、町側もそれは暗黙の了承をして本当に入っているという錯覚に落ちいっていた。だ

けれども財政危機になったときにそれが完全にわかったということで、ここに明記されていますけ

れども、あえて警鐘を鳴らす意味でお聞きしますけれども、多分この交付税に算入されるといって

も交付税の元利償還金に対して交付税の単位費用とか補正係数、これについて本当にこの過疎債の

元利償還金、本当に何年も入っているのかどうか。交付税の算定のほうからいけば基準財政額、基

準収入額引いた額しか残り入ってきませんから、これで全体的に交付税落ちています。今回も説明
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を受けてわかっています。それは言いません。だけども経常的な部分では落ちてきているのです。

そういう部分でいけば私はこれ７割必ず入っていないと思うのですけれども、そういう部分を共通

認識し理解した上で過疎債の借入、起債の借入も考えていかなければいけないと思うのですけれど

も、その辺はここで明記されていますけれどもどうなっているかということ。 

 前も議論されていいますけれども、今回の発行額をみると約２億1,500万円ふえています。これ平

準化するといっていますから、そうすると来年以降この２億1,500万円は２年にすれば２億、１億円

ずつ落とさなければだめですけれども、、前回も私も質問していますけれども目の前にいろいろな公

共投資ありますけども、そういうことを踏まえてこの平準化の部分については次年度以降、この６

億9,600万円の中で押さえていくのだということの決意は間違いなくあるのだということの確認を

させていただきます。２点です。 

○委員長（小西秀延君） 冨川財政課主幹。 

○財政課主幹（冨川英孝君） 起債に関しましての交付税算入の関係でございますけれども、過疎

あるいは港湾を例にとって今ご質問あったかなと思います。これにつきましては起債借入の段階で、

例えば90％充当できます。それに対して交付税措置50％ありますというようなメニューとして決ま

っているという前提がございますので、これについては償還年限に対して据え置き期間が置かれて

いるものについては、３年据え置きで利子の分だけを係数として入れてくるというような形で交付

税算入、あるいはそのまま元利償還金で入ってくるものについては、その金額に対しての率を掛け

まして交付税算入されているというような考え方で間違いないかというふうに思っております。 

 それと平準化、平成23年度決算でうちの実質公債比率が18％を超えましたので、その段階で公債

費負担適正化計画というものを策定いたしまして、今まさに７億円以内ということで起債の発行額

抑制を図っていると。ただし実際にはローリングでということもございまして、その平準化という

のは図っていかなければいけないだろうなというふうに思っています。この背景には国の予算の関

係で補正予算債100％充当して、通常ですと75％しか充てられないものが100％充当します。それで

本来は交付税措置がないものに対しても例えば50％出ますというようなものについては３月の議会

だとか、そういった中で補正予算を組ませていただきまして、そこで起債の発行についてはご承認

をいただいているというような状況になります。そういったものについては多少オーバーするとこ

ろはあるかもしれない。これについては学校の今の耐震改修、そういったものについてが典型的な

例かなというふうに思いますけれども、これについても期限が決まっておりまして今やらなければ

補助金も増高できない。起債の充当率も下がるというようなやはりやらなければいけないものにつ

いては優先的にやっていくということで、こういった中で７億円を超えているという実績もあろう

かと思います。ただし通常財政運営上やっていけるものについては、その原則７億円というの順守

してしっかり必要のあるもの、ないものということを分けて地方債の発行をしていくことで、起債

の抑制というのは図っていけるものだというふうに思っています。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 私、原則論を聞いているのではないのです。算定ルールに入っていると

いうのはわかっているのです。算定されてちゃんと入っているのは。だけど本当に７割が交付税と

して交付額が来るときに入っているのかということです。そうすると過去の例からいっても、その
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補正係数の単位費用の部分はふえていなければいけないはずです。多分ふえているというかもしれ

ませんが、本当に７億円入っているのかということを聞いているのです。そうですよ。もう何回も

言うけれども、基準財政収入額から需要額引いたら６割ぐらいしかないのかな。これは７割だって

42です。平均に考えればです。そういう考え方です。 

 それと今冨川主幹が抑制についていろいろと答弁されてました。勉強されて非常に理解されて答

弁されていますけれども、今言った内容がこれは課長や理事者が答弁することではないかなと思う

のですけれどその辺いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政課長。 

○財政課長（安達義孝君） 申し訳ございません。担当主幹がとても詳しく説明したので理解され

たと思うのですけれども、ただ交付税算入は過疎債も昨年度から本町借りまして、本年度より元利

償還金の70％は入っておりまして、ただ委員おっしゃるとおり基準財政収入額、需要額ございまし

て、一方では公債費の元利償還金で過去に借りたものが算入されたものが償還終わることによって

減っていくという部分もあるのです。片や去年借りた部分でまたふえている。それは増減絶対出て

きます。それが前年と比べてふえているかといったらもう減っていっているのです。償還も終わっ

ていますから、そのバランスなのですけれども借りたのでその分は入っていると言わざるを得ない

です。これでひとつずつチェックしていくとその分交付税ふえているのかというと、当然収入額と

基準額のバランスだったり、通常の固定経費の単位費用補正係数は間違いなく現状は落ちています。

地方財政計画でも本年度は0.8％減額です。ただ白老町としては1.9％伸びています。これ市町村の

状況によって変わります。だから委員の言っていることも間違いないのですけれども、こちらの答

弁として入っていると言われれば、入っているという答弁でございます。また先ほどの冨川主幹の

説明ですけれども、同じ担当なので係も課長も同じ考え方で進めていますのでよろしくお願いいた

します。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。  

以上をもちまして、公債費を終了いたします。 

 次に13款、給与費に入ります。主要施策等成果説明書は153ページから154ページまで、決算書は

412ページから415ページであります。質疑があります方どうぞ。 

 ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 一つは、進捗状況の中で一般職員はトントンと、再任用が３人減っている

ということでございますけれども、効果としては出ているのですけれども、私は効果ではなくて本

当に町の職員が仕事する上で今の状況でいいのかどうかというあたり、これは一般質問でも伺いま

したからくどくは言いませんけれども、やはり今本当に仕事をやる、研修の話もございましたけれ

ども、職員が本当に力を出すというのはどういうことなのかというあたりがきちっとしていかない

と、確かにコンピュータ化されて新しい状況が出ているということは確かですけれども、やっぱり

職員の皆さんがきちっとまちをどうするかと自主研修なりきちんと議論をして積み上げて、白老だ

がらできることとは何なのかというようなことが議論されていかないと、僕はまちは幾ら少子高齢
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化だとか何だとかと言っても、私はやっぱり人を減らしていくということはだめになってしまうと

思うのです。例えば大阪などの市で現実的にアウトソーシングどんどんどんやって全く新規採用を

入れないで、全部アウトソーシングで臨時職員だとかというのを入れてしまって、全く身動きもで

きなくなるというところが出ています。本当にそういうところ、役場というところは物を生産する

ところではありませんから、どう知恵を出しどう力を出してもらうかというあたりが難しいところ

なのですけれども、やはりそこのところをひとつ今の人員で十分やれるのかどうかというあたりが

１点。 

 もう一つ給与カットの基本的な考え方をちょっとお尋ねしたいのですけれども、組合との合意形

成はどのようにしているか。確か毎年見直して毎年カットもきちっとしていくというふうになって

いたような記憶なのですけれど、そこの合意形成がきちっとされているかどうか。それとプランを

達成すれば当然給料は戻すというのが基本的な考え方だと私は思うのだけれども、そういうことで

いいのかどうか。当然ここには人事院勧告というものがありまして、人事院勧告の給与ベースとい

うのがあるのでそこに戻すというのは、私は当たり前の真ん中だというふうに思うわけです。ここ

のところが見えるか見えないかによって職員のモチベーションというのは大きく変わるのではない

かというふうに思うのですけれど、この点での見解をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒総務課長。 

○総務課長（大黒克己君） それではまず１点目の職員の職員数の現状といいますか、その辺の状

況でございますが、これはプランの中で職員数適正化ということで、町のほうでいろいろ検討した

中でこのような数字見込みを立てた上で今現状はやっておるところでございまして、実際のところ

はこれに合わせるためには非常に厳しいところはありますが、職員数は何とかこの中にとどめるよ

うなことで行っておりますけれど、ただ業務自体は全く減っている状況ではなく新たに国からの業

務ですとか、あるいは災害、昨年の災害もございましたけれどもそういう災害対応で仕事が実際は

ふえてございます。そういった中では時間外をかけて職員に頑張ってもらう、あるいはそれ以外に

も臨時職員を採用してやっていただくというようなことで今何とかやっているような状況でござい

ます。 

 それから組合との合意形成ということでございますが、今回このプランを策定し組合と協議した

中で、組合の合意も得た中でこのプランを進めているところでございますが、給与に関しましては

毎年これは組合との協議事項ということになってございまして、協議の中ではいろいろさまざまな

組合からの意見も出されいろいろと協議してきてございますが、27年度の予算についてはこれも何

とか組合と合意を得た中で現在は進めている状況でございます。 

 それからプランを達成した暁には給与を戻すというのは、これはもちろんこれが前提となってい

るというふうには認識してございますが、ただそのプラン達成という位置づけがどういった状況で

判断するのかというのは、またきちっとされているわけではございませんので、その辺は今後さま

ざまな状況も含めた中で判断しなければならない事項かなというふうに考えてございます。以上で

す。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私のほうから１点目の組織体制のあり方と、職員のあり方といいますか
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そこら辺ちょっとお答えいたします。プラン作成時定員管理計画を策定した中で、採用の仕方とい

いますか人員のあり方というのはプランの中にも織り込みました。プランの作成の土台となってい

るのは仕事の体制がどうだということよりも、数値的に財政状況を健全化しようというのが先にあ

って、どちらかというと数字が先にあって体制を健全化を達成するための一方策として人件費の抑

制というようなことがあって、その分はどちらかというとちょっと数字が先行している部分は確か

にありました。まだ年数はたっていませんけれども採用人員を２分の１にするだとか、そういうよ

うな手法と、もう一方は再任用の制度がでてきたというような中で状況が少しずつ変わってきてい

るというのも実態、それから今ご質問の中にもありましたけれども新たな事業といいますか、そう

いうようなこともあります。あわせて他の委員さんのご質問等々にもありますけれども、福祉の分

野だとか、企画の分野だとか、新たなまちづくりというようなことでの人員の体制も確保しなけれ

ばならないいうようなことで、少しずつ当初プランを策定した時点と状況が変わっているというの

も確かなのかなというふうに思っています。 

 今言われるように片方では人件費が増ということは当然はね返ってきますけれども、いわゆる白

老のまちづくりとして今の職員で定型的な業務だけやっていればいいのかという話には当然ならな

いと。やはり先導になってこの前もお話しましたけれども、先行してどうまちづくりをつくってい

くかというのがやはり与えられた業務だというふうに思っていますので、そういう中で果たして今

の人員で対応できるかどうかというのはやはり年度年度で考えていかなければだめだと。そういう

ことを積み重ねたものがいわゆるプランの見直しのときに、どうだということのお答えを出そうか

なと思っています。現実論として今押さえているのはやはり厳しいというふうな思いは確かに持っ

ていますけれども、一方ではやはりプランの数値も見ていかなければだめだというふうに思ってい

ますので、ちょっと板挟みのところは確かにあるのですけれども、充分職員の力が発揮できるよう

な体制が数字的に許されればそこまで持っていきたいなという思いはあります。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 私は何でもかんでもふやせとか減らせとかそのようなことを言っているの

ではないのです。少なくても２万4,500人のときには300人ぐらいいたはずです。それが１万8,000

人ですか、４分の１ぐらいの人口が減って今200人ということであれば、当然それは３分の１減って

いるわけですから、そういうことでいうと行政というのは人口が減ったから全部減るかといったら

そうはいかない。人口が減ったからといって道路の延長が減るわけではないですから、だからそう

いうことの十分説得力がある中身を持って、そしてやっぱりその白老の発展を考えたときに、少子

高齢化に対応するためにはやっぱりこれくらいの職員が必要だというものを構築すると、そうでな

ければ僕は衰退の一途になってしまうと思うのです。もう一つ考えられるのはやっぱり経験を豊か

に持っている再任用職員、ここをやっぱりその４分の３ではなくて100％にしてもらうと。仕事をや

ってもらう量を今確か時間を減らしているでしょ。そこを通常勤務と同じように、給料は若干上が

るかもしれないけれども、やっぱりそういう人材をきちっと生かせるような、何か付属ではなくて

なるべくメインの仕事も再任用の方もメインの仕事ができるような形含めて、今管理職の方がいら

っしゃるわけですからそれは難しいと思います。だけどやっぱりそこの力をどう100％引き出すか

と。そこの人たちが本気になってやる気になるとかなり違うものが出るのではないかというふうに
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思うのです。もちろん今の管理職の皆さん方に余り悪影響がない形の中でというのは当然ですけれ

ども、やっぱりそういうことが一つ僕は考える必要があるのではないかというふうに思っています。 

 もう一つはプランの前倒しのことを何度もずっと言ってまいりました。、それはどういうことかと

いうと職員がちゃんと見えるということなのです。ことし２億4,000万円ぐらいです。職員の皆さん

方が、このあと１億7,000万円くらいがずっと続くわけです。ここがやっぱり見えないとだめだと思

うのです。だから、本当に財政が好転ではなくて、将来負担比率と実質公債比率を見ると全道で下

から２番目と３番目という状況ですから好転など全然していないです。若干でも財政がいい状況に

なったときに、やはりその起債を返して前倒しが見えるような形、それが７年なのか６年なのか５

年なのかわからないけれども、職員の給料で得た益というのはそういうところでできちっと見える

ような形で、これで返したというようなものが職員に見えていないと、どこに使われているのかさ

っぱりわからないと。全体の中でどこかに使っているのではないかと。これはやっぱり僕はまずい

のではないかと思うのです。ですから本当に職員のやる気を出すというのは、モチベーションを上

げるというのはやっぱりそういうことが見える形、組合ともそういう話をし、「残念だけれど、７年

まだかかるけれど、少なくともあなたたちが出してくれた原資についてはこういう形で反映してい

ます。」ということが見えるというところが必要ではないかと思うのですけれどいかがでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） １点目の再任用職員の業務内容といいますかその辺の話がありました。

私ども人事当局とも十分その部分については、協議、打ち合わせをしています。というのは、再任

用職員の制度が始まって１年、２年しかたっていない。見えない中で制度設計して給与のあり方、

それから勤務時間のあり方、それから仕事の内容のあり方、スタートしました。そういう中では知

識経験を有している方を業務に有効に使っていきましょうという建前論はよかったのですけれど

も、実務として給与の格付づけが２級格づけということは、相当職の業務をやってもらうというよ

うなことで、２級相当職そういう中でスタートします。ただ一兵隊で入るのかとなるときのうまで

課長でいた人が、次に兵隊さんの席に座るのかと職場環境はどうなのかということも細かい話です

けれどもあります。逆にそういう方は指導的立場に立って、部下を育てるというのもこれは大きな

仕事だということで言えば、今の業務のあり方というのはどうなるか、それから格付も給料が５段

階になっていますけれども、今２級やっていますけども、課長職で退職、再任用で雇用された方、

あるいは主幹職で退職し雇用された。これやはり業務の押さえ方というのは当然違ってくるだろう

と。そうなれば２級だけでなくて、３級もあってもいい、極端な話１級もあってもいい。これは給

料表があるのであれば、給料の格付は別々に統一しなくてもいいのではないかと。それから先ほど

言うように業務の中身も一つの業務をこなすことのポジションとそれから指導するポジション、そ

ういうこともあってもいいのかなということで、今の他市町村の事例も見ながら総務課とは協議し

ていて、どういうようなあり方が本当に力を発揮してくれるかとということを内部でも協議してや

っておりますので、その部分については整理していきたいなというふうに思っています。 

 ２点目のお話です。確かに給与削減してその分どう使われているのかと。先ほど組合の協議もあ

りましたけれども、そういう中でも自分たちが生活費から給与を削減して、それが何に使われるて

いるのか見えないと、これが事業費に回ってただ単に使われるのならば、これいつまで続くのかと
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いう話が出ます。当然そういう自分たちが給与削減したことがこういう結果の数値にでてきたと、

数字に色はついていませんからどうのこうのではないですけれど、こういう形で数値が改善してい

っているというようなことが見えないと、自分たちも何のために給与削減しているのかわからない

といいようなことも組合協議の中では話が出てきますので、私どももそこら辺は十分気をつけた中

で、これが単純にその部分が何か事業費がだんだんふえていってそのために自分たちの給与削減さ

れているのか、それに使われているのかということが言われないように、やはり今事例として出ま

したけれども、公債費の削減だとかそういう形でそのプログラムの目標にしている数値というか形

になるように、そういうふうな形でそのものの対策を持っていきたいというふうに思っていますし、

そのことがそれでは７年といったものがもしかしたら６年になるのか。そういうようなことも職員

もいつまで、給与削減ずっと行くのかということは、やはり今いわるようにモチベーションにもか

かわってきますので、先ほどの１点目の職員体制のあり方、それから給与の削減のあり方、これら

を十分念頭に入れながら内部協議を進めていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） よくわかりました。町長でなくて結構なのですけれど、どなたでも結構な

のですが、要するに他の自治体でやられていることは同じようにやれと、切っているものは同じよ

うに切れと。横出し上乗せ含めてです。そういう指導にしていくのか、他の自治体でやっていない

ことはもうやるなと。他の自治体を見て実際にやっていないものは全部やめたと、やらないと。そ

ういうふうな指導をするのかそれとも他の自治体でやっていないようなことをやるような職員の自

主性そういうものを引き出すのか。これは町長のリーダーシップとしては雲泥の差なのです。月と

すっぽんなのです。要するに基本的な視点がほかの自治体でやっていないのだから全部そのような

ことはやめれという、それともほかの自治体でやっていないのなら白老でやれるのならそれはお前

の力でやれというような指導をするのか。財政もあるから何でもかんでもみんなやれというのでは

なくて基本的な考え方としてそういう職員指導、そういう職員に対する考え方で臨むか、それとも

そうではないのかというのはその積極性だとか、発想力だとかが全然違うと思うのです。教育して

もそういうものがなかったら職員はやれないのです。「どうせ金がないというから」「どうせ町長が

だめだというから、やらないほうが楽だからやらないほうがいいな」と。そうではなくてこれだけ

たくさんあったけれど、これ一つだけはとにかくやれというふうになったときに、職員のモチベー

ションというのは全然違うと思うのだけれど、そこら辺の見解を伺って終わります。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ちょっと前段で私から、最後に町長から申し上げます。 

 基本的に職員の指導につきましては当然平常業務で他市町村との比較ということではなくて、平

常業務でやらなければならないことは当然やると。プランの中でも対策としていっているとおり、

横出し上乗せ、これについては抑えていこうと。ちょっと悪いですけれど例えば、福祉灯油、ほか

のまちでやっています。それはうちでできるかと、それを制度としてやるとすれば800万円ぐらいか

かると。それではちょっと無理だと。確かに１リットル100円近くになったと。前回は100円超えた

ときにやった。だけど今できるか。できない。そういうことも実例を出して悪いけれどそういうこ

ともありました。職員にはだけれども、他市町村と同じことをやっていたら抜け出たまちにはなら
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ないと。それでは白老は白老の特性がありますので、そこはそれを伸ばすということでいろいろな

職員が勉強する中で、職員が考え得ることを出してもらうというふうには思っています。悪い事例

としてこういうことがあったのですけれども、例えば昨年この事業費の要求をしたと。ことしの事

業費の予算のときに去年のやつが出てきていない。去年のときはできなくて採用しなかったと。だ

けどこれはやっぱりやらなければだめだと原課では思っており、これが次の年にどうせ出しても今

やってくれないだろうというので出さない。これは悪い傾向です。そういうことのないように自分

たちも見たとき、去年せっかく要求して採用できなかったものをなぜことし出してこない。これも

う答えを自分たちでつけてしまったのではないのかと。そうではないだろうと職員というのはこれ

自分たちはこういうことをやっぱりやっていかないと、という強い信念をもって出すのではないの

かと。それが結果としてどうなるのかわからないよと。だけども原課としては出すべきでないのか

というような指導もしていますので、やはりそれぞれの他市町村というよりも、自分の原課の業務

を考えたときにこういうことをやっていきましょうということを発想できる職員に育てたいという

ふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 今副町長答えたとおりなのですが、姿勢ということなので私の考えを述べ

させていただきたいのですが、やはり横並びのまちづくりだといつかは衰退してしまうと思うので

す。それは職員重々わかっていると思います。となりとか近隣のまちがやっていることだからやら

なければならないという発想は全くがだめだと思いますし、だからといって行政のやることなので

いろんな法律とか、国の仕組みや北海道の仕組みがありますで、その辺はきちんといろいろな情報

を得て白老らしい事業を展開するというのが基本でありますし、その白老らしい事業というのは知

恵を出して町民の力をかりながら行政の力を発揮していくという姿勢はかわりません。ただ財政健

全化プランその前のプログラム含めてお金がないということでできない事業も多々あります。でも

持続可能なまちづくりをするためには、今はここは我慢しなければならないけど今我慢してその先

にはこういう白老らしい事業とかまちづくりが展開できるというのは常に心構えとしては持ってい

かなければならないと思いますし、それをなくしてはまちづくりにつながっていかないと思ってい

ますし、まちづくりにつながっていかないということは町民のためにならないというふうに思いま

すので、町民のために何ができるかというのが行政の仕事だと思っておりますので、単年度単年度

ではなかなか厳しい部分もあるのですが、長い目で見てまちづくりを考えていかなければならない

と思いますし、今の現状の、例えば苫小牧市だとうちよりまだが高齢化率は低いです。高齢化率40％

に手が届きそうなまちと同じ高齢者対策をすれというのは無理がありますので、この辺はきちんと

した今現状の白老に合ったまちづくりを優先的にしていかなければならないというのは１例ではあ

りますが、そういう気持ちで、姿勢でまちづくりをしていかなければならないと思っていますので

職員もそのつもりでやっております。 

○委員長（小西秀延君） ここで確認いたします。 

 13款、給与費、まだ質問お持ちの方いらっしゃいますか。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時００分 
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再開 午前１１時１０分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 13款、給与費、引き続き質疑を受けつけます。質疑のあります方はどうぞ。 

 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 今大渕委員の質問された部分については大まか私も理解しますのでその

分について質問しませんけれど、実務的な部分と理事者の考え方で２点伺います。 

 まず、25、26の中で議会でも議論になりましたけれども給料の逆転現象どういうふうに理解され

て今正常というか、普通に戻ったのかどうかという部分で、その経緯と今の逆転現象されていた職

員も理解されてきちんと正常に戻ったのかどうかということです。 

 次の部分は私職員でしたから本当は言いたくないし、言ったら跳ね返ってきて現職のときどうだ

ったのか言われるからあまりこういう部分については言いたくないのですけれども、今大渕委員は

定数というか、職員数が足りないのではないかといった部分は現状を見ると私も若干は理解します。

ただ、ということは私もこれ見ると課長方が数年前から日常業務というか定型業務を持つようにな

って処理されている。私は否定はしませんけれど、本来課長職とは何なのだろうという管理能力を

本当に育成して、それなりの対応できる管理職を私は育成すべきだと思います。今の管理職が悪い

という意味ではなくて、若干そういう人もいますけれどもそういう中で必要だと思います。 

 それともう一つは、ここを私のことは抜いて質問しますけれど量より質だと思うのです。先ほど

町長も答弁しましたけれど、これからやっぱり政策をつくる政策能力の高い職員が必要だと思いま

す。ただ数ばかり揃っていてもだめであって、そういう自前で政策形成できる政策能力の高い職員

を育てる。そういう潜在能力のある職員を採用していかなければ、繰り返しませんけれども将来の

白老町はどうなるのか、こう思いますのでその３点を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒総務課長。 

○総務課長（大黒克己君） まず１点目の逆転現象の関係でございますが、これにつきましては26

年度中にこの件を何とか正常に戻そうということで、実は本年３月の給与条例の改定の中で実際27

年度の予算を組み立てる中におきまして、今回昨年26年度に出た人事院勧告が、26年度と27年度の

２カ年度分実は出たのです。そこで27年度予算編成の中でその人事院勧告の部分も折り込みながら、

それも下の若い方の給料が上がって、上が逆に下がるというようなこともありましてそこのあとは

現給保障という考え方、これも加味しながら今回27年度は本当にわずかですけれど、逆転現象は起

きないということで今回予算組みをしてございます。 

 それから、２つ目の課長職の業務ということでございますが、実はこれ総務課としてもやはり今

後きちっとしていかなければならないなと思っているのは、実は24年までありました部制、このと

きのいわゆる管理職の業務のあり方ということで、当時は簡単に申しますと部長職は議会対応をや

りますと、課長職は一部実務を持ちましょう、というような流れで部制を始めたという経緯がござ

いました。そういう中で実際に25年から部制を廃止したのですけれど、その名残が若干残っていて

そういう体制になっているというのも実際は見受けられるところでございますので、これにつきま

しても現在人材育成基本方針定めてございますが、こういった中で課長職の業務のあり方、あるい
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は主幹職、主査職とこういった部分の職階別の業務の中身についてもきちっと示した中で職員のほ

うにも、それをきちんと周知していきたいというふうに考えてございます。 

 それから、３つ目の政策立案、政策能力という部分でございますが、考え方はあとで理事者のほ

うでもご答弁申し上げますけれども、採用につきましてはこれまでやはり幅広い人材を確保してそ

ういう中でやっていかなければならないということで、昨年から取り組んでいるのは全体、民間も

そうだとは思うのですけれども、もちろん学力試験というのもございますので、その学力試験のこ

れまでよりも一次の合格ラインを逆に若干下げた中で面接をたくさんの応募者、一次合格者といい

ますか、ここをたくさんの面接をした中で、より優秀な人材を育成するということで、現在その採

用の手法も若干変えた中で今対応しているという状況でございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 再質問があれば再質問のときかと思ったのですが、同じような答えにな

ってしまいますが１点目の給料については、実務的な話なので総務課長が話したとおりです。 

 ２点目、課長が定型業務といいますか実務的なとこが入っているのではないのかというようなご

指摘の部分がないわけではないです。今総務課長が答えたとおり部制があり、それを解消してとい

うような名残もあったのですけれども、課の編成の中で少人数化になりますと、やはり実務的なと

ころも課長になってというようなことは実際にあります。組織として昔からあるのは１グループ４

人ぐらい、それからそのグループが３つぐらい、そこで１課体制をとると。課長は三つの分野のグ

ループの業務を統括するというような形が組織体制としては昔から言われている人数配分なのかな

というふうに思いますが、今現実にそういう数グループを束ねた課というのが、おおむねそういう

ふうにはなっていますけれども、例えば危機管理室、それに特化して課長職も置いて３人ぐらいの

メンバーでやっていますので、そこは実務が当然入ってくるのかなというふうに思います。それか

ら、従前は健康福祉課の中の室でありました高齢者対策、ことしから高齢者介護課ということにな

りますけれども、そこも課の体制としては人数的にはどうなのかなというのが現実的にありますが、

それも業務の特化ということで小人数ですけれども課体制にしているというのもあります。そうい

うような中でいいますと、今ご指摘のとおり課長の業務が実務的な部分にかかわって総括的に行政

事務の総括を見ていないのではないのかというようなご指摘も否めないところもあるかなというふ

うに思います。そういうことは逆にそういうご指摘を受けた部分として、各課長の職務体制のあり

方といいますかそこらについては、やはり総括的に見るような立場の中で課長職の遂行をしていた

だきたいというふうに思います。 

 それから３点目の政策能力ということは当然のことだというふうに押さえています。１番危惧し

ているのが先ほど採用の話もありましたし、再任用の職員の体制のこともありますけれども職員の

年齢構成がちょっといびつになってきていると。今、50代の職員の年齢が多くてこれ人口ピラミッ

トと同じで若年層がやっぱり逆三角形になってきていると。そうこうすると老婆心ながら10年後、

15年後は大丈夫かなというふうにちょっと不安になる部分もあるのですけれども、その部分をカバ

ーしようということで採用の段階では、年齢基準を上げたり社会人枠、社会人経験といいますか社

会人経験者を多く採用したりというようなこと。それから先ほど言いましたとおり、学力試験をや

るのですけれども、面接官の範囲も役場職員というか理事者に限らず、民間の面接官を入れたり、
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それから２次面接としては若手の主幹クラスの人たちが面接官になったりというようなことで面接

方法もいく分工夫しながら、その人の性格といいますか多方面から見られるような面接のし方にも

変えていますので、そういう方々がいわゆる研修等々を通して政策能力を上げる。そういう自覚を

持って町の職員として活動してもらえればなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） １点だけ考え方をお聞きしておきたいと思いますけれども、先ほど財政

の関係で冨川主幹、勉強した姿できちんとした答弁されていますから、それなりの職員ちゃんとい

ると思いますけれど、あえて言わせていただきますけれども、議会でも声が出なかったのだけれど

も、苫小牧民報から大きく報道されていましたけれど、日常業務のミス的な部分というのは当然何

らかの形であり得る場合もありますからこれは絶対あったとは言わないのだけれど、そういう部分

からいけば新人の優秀な者を発掘して採用するのはそれで理解しました。 

 １番は今いったように課長職がどうあるべきかというのも副町長の考え方でわかりました。僕は

１番年齢構想がアンバランスだといういうことはこちらにおいても、この行政はサービス産業です。

人の能力にかかわってくるのだけれど、私はやはり中堅職員、この方が一生懸命に勉強して法規も

ある程度理解して部下も育てる。そういう中堅職員が全般的な見方でいうとその中堅職員の資質向

上と能力を高める。あるいは人間的なものをある程度成長させる。そこが今１番重要視されている

というか、喫緊問題ではないかなとこう見ているのです。過去の私のことを置いてですから、私も

言われる立場の人間ですからそう思うのですけれども、その辺の認識ともしそれが必要とすればど

ういう形でそのすき間を埋めていくかということが大事だと思うのですけれど、そこだけ聞いて終

わります。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 基本的にいわれている部分はそのとおりだというふうに思います。新規

採用職員の研修もそうですけれども、中心になってくるのが中堅職員が１番力を発揮する職場とい

うのは、活気があるのかなというふうに思っていますので、当然そういう中では器が小さくならな

いようにということ。研修も中央研修のところを筆頭に職員を出させていくというふうに思ってい

ますし、昔の話をしたらおかしいですけれども、そういう中堅職員がある程度人数になって自主研

修、自主学習もやった経緯もあります。そういうふうになってもらえれば、自主的に研修するとい

うのが１番勉強になるのかなというふうに思いますし、一方、上の職員はそういうことで言えば、

中堅職員の力を発揮できるように指導していくということも当然必要なのかなというふうに思って

います。あえて言うつもりもなかったのだけれども、そういう中堅職員の資質向上のために申しわ

けないですけども、議会答弁も議場の中に職員も、昔は課長職以上の対応だったのですけれども、

今は予算のときもそうですけれども、委員会になれば中堅職員も入ってもらって実務的に答弁をし

ていると。財政課長が答えられないわけでなくてあえて答弁したのは、そういう場面の経験も必要

なのかというようなことで今職員も入ってきていますので、そういう中ではいろいろな場面の中で

職員の資質向上をこちらのほうも意識的にやっていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

以上をもちまして、13款、給与費を終了させていただきます。 

 続きまして、14款、諸支出金に入ります。主要施策等成果説明書は155ページから156ページまで、

決算書は416ページから421ページであります。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、14款、諸支出金につきましては終了させていただきます。 

 続きまして、15款、予備費に入ります。主要施策等成果説明書はございません。決算書は422ペー

ジから423ページであります。質疑のあります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、15款、予備費については終了させていただきます。 

 これより、歳入に入ります。一般財源にかかわる全般の審議に入ります。主要施策等成果説明書

３ページから10ページまでの１．予算科目別比較表（歳入）、２．税収入に関する調べ、３．予算科

目別比較表（歳出）、４．歳出財源内訳表についてでございます。決算書は56ページから97ページで

あります。質疑があります方はどうぞ。 

 ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 81ページの白老滑空場用地貸付料ですが、正直に言ってどこで聞いていい

かわからないので、白老滑空場のことについてお伺いいたします。 

 この滑空場は今まで滑走路、周辺道路、それに付随する工事、かかった総工事費、今までどのく

らいかかったのかということ。 

 それと今現在、日本航空学園開校されてきていますけれども、今ある学科と在校生数、それとも

しわかったらの話ですけれど今まで卒業された人数わかったら教えていただければと思います。と

りあえず３つ。 

○委員長（小西秀延君） 西田委員、滑空場のこれまでの経費、整備費と各学課と在校生と卒業人

数でよろしいですか。 

 本間経済振興課長。 

○経済振興課長（本間 力君） 滑空場の整備と今の航空学園の卒業生また在校生ですが、すいま

せんちょっと手元に資料持っていないものですから、後ほど答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 道路の関係でお答えしたいと思います。舗装整備です。第１期と第２

期の工事がありまして、第１期につきましては平成９年から15年で工事をしております。金額につ

きましては３億2,329万6,000円です。第２期が平成12年から平成24年です。金額につきましては３

億3,166万1,000円です。合計しますと６億5,495万7,000円になります。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 滑空場のほうの道路のことはわかりました。ただこれ滑空場の滑走路とか

もしそれにもし数字わかれば教えていただきたかったなと思います。それと日本航空学園のほう確
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か平成28年度で債務負担行為終了すると思うのです。今年度。ですから28年度の３月までで最終だ

と思います。それでたしか平成６年のときに白老滑空場設置に関する覚書というのが、確か町のほ

うで日本航空学園と交わされていると思います。そのときの中で航空学園に滑空場を無償譲渡とす

るという話の中で、26年６月に協議したような話も聞いておりますけれども、この件に関して今現

在どのようになっているのか、また今後どのような考え方をお持ちなのかその辺を確認させてくだ

さい。 

○委員長（小西秀延君） 本間経済振興課長。 

○経済振興課長（本間 力君） 当時の覚書の関係で、お話のとおり平成28年で債務負担行為が終

了する予定で今順調に入っています。この取り扱いで当初の覚書に関しては無償譲渡という形の流

れではございますが、実際当初の日本航空学園の学科と経済情勢も含めまして、まだ今の時点では

ですね最終結論には至っていないのですが、この議会終了10月以降の段階で航空学園との打ち合わ

せを設ける予定でございます。その中で最終判断といいますか方向性を出していくというスケジュ

ールになっていますので、現時点ではどういった形の方向へ進むかということにまでの結論には至

っていない状況ですのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 現時点ではその状況はまだこれからということなのですけれども、私、先

ほど聞きましたのは１回も協議していないのですかということです。そのことに関して今年度でも

う切れてしまうわけだから、それについて日本航空学園さんときちんと何らかの形で協議も何もし

てこなかったのですかというのをさっき聞いたはずだと思うのですけれど、それについて答えあり

ませんでした。 

 それからこれに関して当時の滑空場に関する覚書の中で、乙が計画する学科または学校の設置を

前提とするというふうに書いていたものですから、それで先ほどどのような学科があったのかと。

そしてここで言っている学科というのはどういうことなのかと。そういうことを確認させてくださ

い。そして理事者のほうの答弁でお願いいたします。担当者ではなくて一体いつごろまでにその話

し合いをきちっとして、いつごろまでにめどとしてその方向性をきちっと示していただけるのかよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 本間経済振興課長。 

○経済振興課長（本間 力君） すいません。経過でございますが24年度と26年度でそれぞれ定期

的にはお話はさせていただいています。今回４月以降の対応なのですが、岩城副町長との調整の中

で、ちょっと今そこには至っていないのですが、事務部長様と調整しながらことしの６月と８月に

は出向いております。ただ実際、その内容の検討はそれぞれ航空学園さんのほうでまずはご協議い

ただきながら、最終の方向性につきましては先ほど申したとおり10月以降の日程で調整をしていき

たいと考えます。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 覚書の件ですけれども、これまでも議会で議論ありましてして先方と協

議は今してるという課長申し上げたところなのですが、覚書の中にもそれぞれの、先ほど質問のあ

った学科の設置ですとか、施設整備ですとかそういうことが別紙の資料の内容ということで添付さ
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れまして、その中身が全てが今整っているわけではないという部分が私ども認識していますし、先

方もそうです。ですので来年３月といっても当初計画の部分が全て整っているということではない

ので、現在その件から譲渡するとかしないかという部分も含めて先方と協議中ということです。で

すので覚書はやはりそこに盛られたことが全部整理されて、契約上のことが履行されればそれは無

償譲渡という覚書は交わしていますけれど、現状はそうなっていないというところで私どもそうい

うふうにはっきり踏み込むということには至っていません。ですので、今後またさらにその部分は

協議して結論を出していきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。４回目になります。 

○７番（西田 君） 確認だけさせてください。先ほど私質問した中でこれから協議というので

すけれども、議会も町長も任期これで終わります。それと来年の２月でしたが、2,978万円の債務負

担行為の支払いが終わってしまうから、それまでに決めてくださるのかそれともそれ以降もまた協

議していくという考え方なのか、その辺がちょっと曖昧だったものですからその辺をきちっと確認

させてください。それと１答目のとき質問したときの数字、あとからで結構ですからきちっとした

書類で答弁ください。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 債務保証の関係は来年全て終わるということで今まで町が果たさなけれ

ばならない責任というのはそこは一旦整理します。それと無償譲渡の関係もやはりその覚書の中に

先ほども答弁しましたとおり、こういう項目をきちっと整理しましょう、やりましょう、というこ

とが盛られてまいすから、それがきちっとできていない限り「そうですか、では無償で」というこ

とにはならないという部分があります。ですのでそれは今後もさらに来年度に入るかもしれません。

３月で決着するということではなくてまだ協議が続くと思いますけど、一定の方向はやはり盛られ

たことがしっかり実施されてというところの立ち位置は変わらないと、これだけはっきり申し上げ

ておきます。 

○委員長（小西秀延君） 本間経済振興課長。 

○経済振興課長（本間 力君） 学科等は国際コースビジネス課が３年、２年制度の部分というと

ころと在校生が今94名いらっしゃるということまではちょっと押さえさせていただきましたが、卒

業生がなかなかお時間をかけないと拾えないということでちょっと航空学園さんの聞き取りもしな

がら、のちほど資料という形で全体をきちっと整理いたしましてご提出させていただければと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

 ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） １点だけちょっとだけ簡単にお尋ねします。不納欠損のことなのですけれ

ども、税で2,460万ぐらいですか。あと土木関係の使用料で建築と住宅使用料というようなところで

不納欠損が出ているのですけれども、一つはこの不納欠損はどこまで、最終決裁はどこになってい

るか。そこの最終決裁のチェックどのようにされているか。ここは私も実は大分以前に監査をやら

せていただきましたので相当シビアにやっているということは承知しております。いろいろな書類、

守秘義務もございますか余り言えないけれど、きちっとした書類に基づいてそれは統一的に全庁的
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に統一的になりながらというようなことで、さらっと見たところでは道路使用料等の住宅使用料の

部分と税というのは主なのですけれど、この最終のチェック、それがどれぐらいの中身で行わなれ

ているのか。そこはちょっと推しはかるの大変だと思います。それと道路使用料の不納欠損、住宅

使用料は何となくわかるのだけれども、全部住宅使用料ですね。やはり住宅使用料のチェックも税

と同じような仕組みになっているのかどうか、不納欠損を落とすときのです。そこだけお聞きしま

す。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君）  住宅使用料の不納欠損の部分であります。手続的には税と同じよう

な手続きを取って処理をさせてもらっております。 

○委員長（小西秀延君） 最終決裁はどういうふうになっているかということでの質疑がありまし

た、続けてどうぞ。竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 最終決裁につきましては理事者まで決裁を取っているという形です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） この理事者決裁になるとしたならば、町長までなのか副町長までなのか。

そこら辺どういうふうな決裁方法なのか。なぜこのようなことを聞くかというと、これはやはり不

納欠損で落とすというのは、例えば意識的に時効でなくても落とすという場合もありますよね。年

月来なくても落とす場合ありますよね、どうしてもだめだと。実際に悪質滞納者で、もうどうにも

ならないから落とすというのもゼロではないような気がするのです。単なる時効が成立して不納欠

損で落とすだけなのか。そういう時効延長をかけているものもあったような記憶があるのだけれど

も、そこら辺をどれぐらいシビアにやっているか。これはなぜこのようなことを聞いたかといえば、

実際にことしの税の収納率が若干ですけれど、努力はされているけれど下がったのです。不納欠損

もやっぱりこれ影響がある。ないとは絶対に言えないのです。ですからここをどういうふうにやっ

ているか、単なる時効がきたから全部不納欠損で落としていくというやり方なのか。中身によって

は時効延長をかけているのか。そういうことがやっぱりきちっとしていかないとだめなような気が

しているものですから、そこをどのようにやっているかということを聞きたいのです。 

○委員長（小西秀延君） 南税務課長。 

○税務課長（南 光男君） 不納欠損のあり方なのですけれども、町税に関しましては当然公平な

徴収ということで納付していただくための対応をとっておりますけれども、単純に時効となるから

不納欠損として落とすのではなくて、その前段として滞納者１人１人の生活状況を確認して、きめ

細やかな納税相談により極力何年たっても少しずつ納めていただくような対応をとっております。

基本的には。その中でどうしても財産がないとか生活が困窮しているとか、中には亡くなっている

こともありますし、徴収不能の方も現実にはいます。このような中で最終的には執行停止をかけた

りした中で、最終的に不納欠損するときには総合的に勘案して不納欠損をしております。決裁につ

きましては副町長までの決裁をいただいております。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 私、とやかく言っているのではないのです。要するにそこがきちっと不納

欠損を落とすときに、以前は部長決裁で落ちていたときもあったのです。事実、それは私が監査の
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ときに実際にあったのです。理事者までいかなければだめではないかということで監査で指摘した

ことが実はございます。なぜそのように言うかというと現実的に払えるのではないかと思えるよう

なものもないわけではないような気もするものですから、やっぱりそこは理事者がきちっとこれは

何でもかんでも、生活困窮なら生活困窮、居所不明なら居所不明と分かれているわけですから、そ

の分について、生活困窮の人を全部調べたところでしようがないわけで、だけどやっぱり政治判断

で落とせるものがないと思うから聞いているのだけれど、そこら辺がやっぱり理事者がきちっと決

裁するということは僕はこれはとっても大切だと思っています。これはどこの場合でも。ですから

そこをきちっとしないとやっぱりそのときの財政状況を見て、要するに時効を継続すれば収納率が

下がるのです。不納欠損で落とせば収納率が上がるのだから、そういうふうになってはだめだと思

うのです。だからそこら辺を理事者がきちっと見てきちっとその対応をしてるいるというふうにし

ないと、チェックが一重ではだめで、二重、三重のチェックというのはそこで必要だと思うもので

すから聞いているのです。 

 ですから、そこはやっぱりきっちりした中でやっぱりやると。公営住宅の場合はいなくなってし

まったとかというのがたくさんあって、払えて払っていないという人はあまり、退去命令も出せま

すから。ただ税の場合はそうはならないから。そこら辺例えば国保の問題なども含めて、僕らがや

ったときには５年間何とか頑張れば不納欠損になるから５年間払わないで頑張ると言っていたのが

いたとかいないとか、そのような話にまでなるものですから、そこはやっぱり理事者がきちっと税

務課なり、国保なら国保の徴収のときにきちっとした指導をされるということが必要だと思うから

聞いているのです。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 不納欠損の決栽、当然今副町長ですから、担当部局それぞれの分野の部

分は決裁をしていますけれども、当然私ども流し決裁といったらおかしいですけれど、見てぽんと

いうことではなくて、当然確認をしています。そのことはやはり書類を見るということは税目ごと

にくる書類の中で同一の名前の方が出てくるというようなことの確認、それともう一つは不納欠損

の理由、これを確実に私のほうも目を入れてチェックしていますし、それからそのことのちょっと

疑問のところは、税務課なら税務課の課長にきてもらってその内容を確認するということです。そ

れはなぜというよりも、そういうことをしているのというのは、実はこういうことがありましたの

であえてお話しさせてもらいますけれども、いわゆる指導と受けとめていますが、前の監査委員の

岡さんが、私のところに来ましてやはりその監査の業務の中でどういうチェック体制をしているの

かというようなことで私のところへ来ました。副町長これは機械的に落とすということは当然して

いないと思うけれども、やはり担当者が一生懸命調査した中で「これもう無理だね」ということで

当然出していると思うけどれも、やはりこれはどうなのということを、一声副町長から担当課に声

をかけたほうがいいと。きちんと書類を見ているのだよと、そういう姿勢をやはり担当のほうにも

見せたほうがいいよというような指導といいますか、お話を受けましたので私もそうやっているつ

もりでしたが、それ以後自分の意識の中で、逆にいうとあってもなくても原課の職員に連絡しまし

て、「これどうなの」と。例えばほかの部署のところから来たものと同じ名前のものがある。同じ納

税者の名があるなとか、そういうようなことのチェックも含めて担当の職員とも状況の説明を受け
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ながらその決裁をしているというような状況です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 これで一般会計にかかわる全般の審議を終了いたします。 

 これで、一般会計の審査に関する質疑が終わりましたが、歳入歳出決算において特に質疑漏れが

ありましたら、ここで受けつけたいと思います。どうぞ。質疑漏れの方いらっしゃいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、質疑もれなしと認めます。 

 これをもって一般会計の決算審査にかかる質疑を終結いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩にいたします。 

休憩 午前１１時５１分 

                                          

再開 午後 １時００分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 特別会計に入る前に資料の差しかえがあるそうでございます。 

 安達財政課長。 

○財政課長（安達義孝君） 大変申し訳ございません。15ページ16ページを訂正申し上げて差しか

えをしたのですが、１行ずれたことによりまして最終ページにその１行分が渡っていったというこ

とで、本来19ページまで差しかえをすればよかったところ、それを忘れてしまいまして文書がつな

がらなくなりましたので、最終ページだけ大変申し訳ありませんが追加ということでお願いします。 

○委員長（小西秀延君） それでは次に、特別会計に入ります。 

 国民健康保険事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書では159ページから163ページで

す。決算書は425ページから470ページです。質疑があります方はどうぞ。 

 ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） 端的に伺います。主要成果の161ページ、162ページ、国保会計の経理状況

と施策の概要についてなのですけれども１点。まず平成26年度、昨年度から単年度赤字が発生して

ことし今度で累積赤字額が、単年度収支でも3,199万の赤字ということで、これについて26年度の結

果を踏まえたこの見通しについて今後どれぐらいのこういうような経費で済むのかどうかという、

それと現時点においてこの部分について対策をとられる考えなのかどうか。 

それと162ページの１人当たりの医療費なのですが、これ大変白老町ちょっと１人当たりの療養諸

費が高いなという印象を受けているのですけれども、これどう見るかという部分で順位と、例えば

道内順位との比較等はできるのかどうか。数字押さえていれば。 

○委員長（小西秀延君） 畑田町民課長。 

○町民課長（畑田正明君） まず162ページの１人当たり医療療養諸費の費用額でございます。ここ

に記載のとおり26年度については１人当たり一般で42万6,340円と、退職が下段になりますが、41

万9,887円という形で、ちょっと表の中に全体という数字が入っていないのですが、全体では42万
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5,776円と昨年度と比べまして0.88％上昇しているという形になっておりまして、今委員おっしゃっ

た全道の中での数値ということなのですが、まだ26年度については国保連合会から全道の数字、集

計がまだ出ておりません。それで今手元にあります25年度の数字でお答えしたいと思います。まず

一般のほうの１人当たりの療養諸費の費用額です。これ昨年が42万3,542円となっていまして、全道

の順位では上から23番目という形になっております。退職者分につきまして費用額は40万7,435円、

これは全道の中では102位と低いほうになっていまして、全体としますと42万2,071円になりまして

全道の順位でいいますと昨年度は23位というような状況になっておりました。 

 それと今の現状なのですが、まだ27年度スタートして間もないのですが、現状での比較をしてみ

たのですが、全体を通して医療費が現時点の対前年に比べますと医療費としては700万円ぐらい減少

になっています。率でいいますと0.65％。ただ総体の数字がこれ５カ月間の総体の数値としては10

億円単位なものですから、比較も0.65％と微減という現状になっております。 

 あとこれからの対策というお話でした。26年度確かに2,800万円ほど赤字が出ました。今後30年度

には広域化ということで、今度は北海道が主体になった財政運営という形になっていきます。そう

いう中で26年度は赤字が発生したということで、担当のほうとしても危機感を持ってこれから当た

っていかないとだめだというふうには認識している中で、やはり今回一般質問の中でもお答えして

いるのですが、年度末に26年度の赤字分が一般会計から繰り出していただいて、国保会計に繰り入

れてその分は何とか補てんするというな答弁もあったかと思いますが、ただ現場サイドとしてはそ

れだけに一般会計にこれからは30年広域化になるまでの間ずっと頼っていくというようなこともや

っぱり自助努力も必要だと考えております。そういう中で対策としましては、なかなか成果が見え

づらいのですが、三連携の絡みでいえば特定健診を伸ばしていくとか、そういうような形。当然収

納率対策という形で収納率も伸ばしていかなければならないということも考えなければならない

と、そのように29年度までには累積赤字がないような形にして、30年からの広域化に入っていくと

いうような考え方を持っています。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） わかりました。課長の答弁のほうからもあったとおり特定健診の健康づく

りという観点からも、特定健診の部分も進めながら重症化予防ということよく言われます。その前

段として国保税については広域化30年見据えているので、今後の例えば改訂等は行わないという考

え方でよろしいのかどうか。これについてそのような議論が若干ありましたので、あるかないかで

結構です。 

 それと重症化予防という観点からいうと、退職分の医療給付の状況を見ると若干ですけれども、

昨年度の高額療養費の件数でいくと319件で、3,114万円ほどかかっていたのですけれども、今年度

の決算をみると301件に18件の減、高額療養費についても300万円程度の減があったということです

けれど、若干で単年度ですけれど、経年比較でいくと27年度、24年度だとかはもっと安いので大体

ならしたら大体何とか上昇を食いとめているというような形で数字が今出ているのですけれども、

この部分にかかわっての特定健診等の位置づけ、原課は大変頑張っていて、健康福祉課や高齢者介

護課のほうで取り組みを進められているのですけれども、その重症化予防という観点で原課として

どのような押さえをしているのかどうか。特定健診が一定の効果を発揮しているのかどうか。私も
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以前特定健診の受診率が大体40％ぐらいいくと国保会計にもいい影響を及ぼすという当時の課長か

らの答弁ありました。そのあたり原課としてはどのような押さえをしているのかどうかその部分に

ついて。 

 あと関連して訪問介護のほうなのですが、国保の医療給付の訪問介護のほうで、今年度の決算で

は175件というふうに出ています。これ年々ふえています。こういったきめ細やかな在宅の部分のこ

ういう手当等も重症化予防につながっているのかどうか、この押さえについての原課としてのお考

えを伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 畑田町民課長。 

○町民課長（畑田正明君） まずは１答目の国保税についての今後の見通しということでお答えい

たします。先ほどもちょっと触れましたが、平成30年から北海道が経営主体となって財政運営をし

ていくという形の中で、ことしの５月に国保法の改正が、法律が成立しましてその中の内容をお話

ししたいと思うのですけれども、その大きな柱としては一つには国保への財政支援の拡大というも

のがあります。もう１つには先ほどから言っておりますが、都道府県が財政運営の責任主体となる

という形になっておりまして、今の個々の状況は道が主体となったらどう変わるかという話になり

ますが、北海道のほうで北海道の国保の運営方針を策定すると、そういう中で当然北海道のほうも

特別会計、今市町村も特別会計で運営していますけれども北海道のほうにも国保の特別会計を設け

るという形になりまして、その中で今までは保険税については市町村で独自に決めていました。そ

れが今度は北海道が北海道全体179市町村ございますけれども、その全体の１年間の総医療費をまず

試算します。それを１年間にかかる全道の総額を出しましてそれをもとに市町村ごとに納付金とい

う形で、白老町はこれだけかかりますから１年間これだけ納めてください。というふうな形で納付

金という形で白老町が道に収めるというようになります。それはどういうふうに決めるのかと。や

っぱり市町村それぞれ所得水準もありますし医療水準も違っています。そういうものを勘案しなが

ら白老町ではちょっと医療費が高いから、医療費が高ければ当然保険税にも影響して高くなると。

ただ、所得水準で見ると白老町若干全道的には低いのですけれども、所得水準は低いから単純にい

えば少し税率を落とさなければだめだとか、そういうもの全体を勘案して白老町に、例えば平成30

年度年額これだけ納めてくださいという形で来ます。それを白老町が納めるという形になっていく

のですが、そのときに標準保険料率というものが市町村に示されます。それで大体白老町はこうい

う税率で保険税を算定してくださいというような形になってきます。それが今現在行っている保険

税を対比した場合どうなるのか、高いのか、低いのかという議論になってくると思いますが、そこ

ら辺はなかなかちょっと今の現状では何とも言えないのですが、先ほど言いましたように医療水準

は白老町結構高いと、ただ逆に所得水準は若干低いというようなことを踏まえますと、これ私の推

測ですけれども、北海道が経営主体となったときには、今より保険税は上がるのかという懸念、考

えは持っております。それでいくと30年度に税率改正という形になってくると思います。あと28年

度、29年度と２年間ありますけれど、この間に税率を改正するという形になりますとダブルパンチ

といいますか、28年、29年どちらかに上げますと、当然今赤字なわけですから今より下がるといい

ような形にはならないと思います。当然上げなければならないと。被保険者の方には負担がかかる

と。そしてまた30年度になったら道で示された税率で納めなければならないと。そうなったときに、
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改正した額より下がればいいのですけれども、先ほど言いましたように多分上がるのではないかと

とそう思っていますので、そうなると例えば29年に上げても、30年にまた上がるとダブルパンチと

いような形で非常に被保険者の方には大変なことになると思いますので、今現在、これ私個人的な

考え方ですけれども28年度、29年度については保険税を改正するというのは難しいのかなというふ

うに思っております。 

 それと訪問看護の件数175件ということで、これにつきましてはやはりだんだん高齢化も進んでい

きますので、自宅でという形の高齢者の方が多くなってくると思いますので、ここら辺は国保サイ

ドでも充分気を配りながら今後の推移を見ていきたいというふうに考えております。 

 あと特定健診ですね、26年度は受診率27％ぐらいになっております。先ほど委員がおっしゃった

ようによく言われるのは40％以上の受診率を上げるとある程度の効果が見えてくるという話は聞い

ております。ただ、これについてもそのなかなか今数字あげましたけども、まだまだあと13％、白

老では上げなければ40％に達しないということで、医療費抑制の成果として今数字的に見えるのか

といわれるとなかなかまだ見えてこないのかなと。ただ、これを継続することによって少しでも医

療費の抑制につながると。地道な努力なのですけれどもこういう形でやっていかなければなかなか

医療費下がっていかないのかなというふうには思っていますので、これからも特定健診の受診率の

向上に努めていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもって、国民健康保険事業特別会計については終了いたします。 

ここで、暫時休憩といたします。 

休 憩 午後 １時１７分 

                                          

再 開 午後 １時１８分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 国民健康保険事業特別会計終了と申しましたが、１件訂正がございます。 

 畑田町民課長。 

○町民課長（畑田正明君） 165ページの上の欄の医療費の内訳の一般分の中で、１件当たり日数の

１番下です。2.16と記載しておりますが、21.15の誤りでしたので誠にすみませんが・・・。確認し

ました、2.16はそのままでいいようです。日数を件数で割っていただければ、全体のトータルした

日数を総件数で割っていただいたものが１日当りの件数という形になりますので、2.16で間違いあ

りません。 

○委員長（小西秀延君） 資料の訂正ということでございましたが、訂正はないということでござ

いますので、そのままこれにて国民健康保険事業特別会計全般についてを終了させていただきます。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計全般について、主要施策等説明で成果説明書では165ページか

ら167ページ、決算書は472ページから483ページです。 

 質疑があります方はどうぞ。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、後期高齢者医療事業特別会計全般については終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書では169ページから173ペー

ジです。決算書は485ページから504ページです。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、公共下水道事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、学校給食特別会計全般について、主要施策等成果説明書では175ページです。決算書は506

ページから509ページです。質疑があります方はどうぞ。 

 ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 給食費についてお伺いいたします。今年度26年度の給食費の収納率を見ま

すと非常に高くなっていらっしゃるなと思っております。そこで私、以前から思っていたのですけ

れども、この収納率で給食を賄っているわけなのですけれども、具体的な収納率これを100％にしな

ければ具体的な影響はどのようになるのかお伺いいたします。 

 ２点目に、ほかの市町村ではこの収納率、これ白老町は特別会計になっているのですけれども、

ほかの市町村ではどういう状況なっているのか調査したことがあるのかお伺いいたします。 

 ３点目にこの件について、一般会計から繰入してやったらどうですかというふうな意見を前から

言っているのですけれども、給食費のことでこの件について議論されたというか、検討されたこと

があるかどうか。その３点をお伺いします。 

○委員長（小西秀延君） 久末学校教育課食育防災センター主査。 

○学校教育課食育防災センター主査（久末雅通己君） 給食会計のほかの状況なのですけれども、

平成26年度の道内の状況なのですが、共同調理場が全道で133カ所あります。そのうち一般会計が76

カ所、特別会計が２カ所、私会計が55カ所となっておりまして、特別会計は白老町と登別市の２市

町村だけです。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 葛西学校教育課食育防災センター長。 

○学校教育課食育防災センター長（葛西吉孝君） 一般会計の関係のご質問ですけれども、今数字

のほうは担当のほうからお答えさせていただきました。100％いかなかったときの影響ということで

ございますけども、これについてはやはり子供たちの栄養価そういったところに当然反映していく

ということにはなろうかと思います。ただそういう現実を起こしてはなりませんので、その中で献

立の工夫によって、国の基準の栄養価を満たしていくといったような努力は必要かと思います。た

だ、ここ数年充足率は100％上回っておりますし、私ども職員も徴収等々でそこは割らないというこ

とで努力をさせていただいているといったような状況になっております。 

 これを一般会計化を内部で協議したことがあるかというお話ですけれども、これについては今現

在した経緯はございません。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 全道で133カ所ある中で一般関係が76カ所、私会計が55カ所、特別会計が白
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老町と登別市の２カ所ということなのですけれども、これ一般会計のメリットと私会計のメリット

があるから多くの市町村でそれを採用しているのではないかなと思うのですけれども、その辺はも

うちょっと詳しく説明していただけませんか。 

 それとも１点、児童手当、私前にも言ったと思ったのですが、児童手当から引き落としすること

は給食費はできないのかなと。というのはきょうも議論が出ていましたけれど職員数が減っている

中で本当に効率的な仕事をするのに、やはり収納率大事なのですけれども、効率のいい収納をする

べきだと私は思うのです。給食費を毎月毎月４月からずっとなりますよね。ところがどれだけ収納

ができるかというのはその月その月によって、最終的には100％になるかもしれないけれども、でも

途中でどういう状態になってしまうのかなと。そうしたらその時に一生懸命収納しなければならな

いと。そのようなことを考えたときにまず子ども手当から天引きできないのかということが一つ。

そして職員にむだな作業をするよりも効率のよい収納をするべきだなというふうに思っているもの

ですから、一般会計を導入するべきだというのが私の考え方なのですけども、こういうことも含め

て一般会計、私会計メリット、なぜほかのところが特別会計にしてないのかその辺教えていただき

たいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 葛西学校教育課食育防災センター長。 

○学校教育課食育防災センター長（葛西吉孝君） 今一般会計、特別会計のメリット、デメリット

の関係のお話がありましけれども、一般会計のメリットは年間のその年に出さなければなければな

らない子供たちに対する給食費の全体額が決まるということが１つあります。その中で夏休みもあ

れば冬休みもあります。それで割って毎月コンスタントな献立を立てられるということが一つの大

きなメリットで栄養価も標準化した形でメニューを組めるというのが大きなメリットであります。

それから一般会計のデメリットとしては、万が一、年間100％を割ったときにそこの補てんの部分を

どうするかというのが一つあろうかと思います。これは職員の努力でやるしかないのですけれども、

先ほど申しましたがここ数年100％を割ったことはないという実態にはありますので、私どものまち

に限ってはそこをデメリットというふうには言えないのではないかというふうに思っております。 

 それと児童手当の関係ですが、これ私どものほうで徴収しながらそういうご家庭には承諾書をい

ただいていまして、26年度でいきますと児童手当のほうから46万3,080円自動的に給食費のほうに回

してもらうような手続きをしてございます。今後もそういう対象のご家庭があれば、訪問した際に

お話をして承諾書をいただくというような方向で徴収を進めていきたいというふうに思ってござい

ます。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田 委員。 

○７番（西田 君） 私はやはり、これだけ給食費の未納がないように職員が一生懸命頑張って

いらっしゃると、そこのところは評価して一般会計することによって、子供たちの食育というもの

に関してきちっとした指導とか教育とか、持っていける形の中での給食が食べられるというのが１

番理想的ではないかなと思うのです。そして平成20年策定の白老食育の推進の中とかそういうもの

もあって白老町は食育防災センターまで建てたのですから、その辺は反対に親御さんたちに一般会

計をすることによって子供たちが給食をきちんとしたものを食べさせていただけるのだ、そういう

安心感を持ってもらうことも大事なのではないかなと思うのですけれどもその辺はいかがなのでし
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ょうかと思います。前は白崎副町長からする考えはないと言ったのですけれど、私は職員がこれだ

け頑張っているのだからもっと信頼して、100％できるのだから中途半端な形よりも親御さんに安心

していただける形のほうをメリットとして取ったほうがいいのではないかと思うのですけれどその

辺いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私教育長のときに同様な質問を受けています。基本的に誤解されている

というふうには私は思いますけれども、学校給食法の中では施設は行政が、それで給食費は保護者

がというふうに明確にされています。そういう中で一般会計で見るということに基本的なならない

という立場で先般はお話しさせていただきます。食育の関係でという意味も含めてというのは、例

えば行政のほうで郷土食にしましょうとか、給食の提供に当たって特に白老であれば牛を出しまし

ょうとか、魚を出しましょうとか。そういうようなことでの事業を展開するのは、これは行政で見

ますけれども、一般的に提供を受ける学校給食というのはこれは保護者の責任ですから、これは私

法上の契約の行為の中で特別会計を持っているということなので、全ていわゆる役所側のほうの一

般会計で見るというのは、法の趣旨からいうとそういうことにならないというように解釈していま

す。例えばほかのところでいえば、私法上の契約ですからこれはもう特別会計でもない、学校給食

会かそういう形での一般会計でもない特別会計でもない。その保護者と給食会というふうにつくっ

てやっているところもありますので、それはもうそこそこの自治体のほうの考え方といいますか、

そういう中で手法を変えているとは思いますけれども、基本的な考え方は学校給食法に基づいての

位置づけだというふうに押さえて、これは前にもご質問されていますので、私のほうも教育長のと

きにはそういうようなお答えをさせてもらっております。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 前教育長が言った後、私もというふうなことですが今白崎副町長のほう

から前の給食センタ－からの引き続きとしてその給食法に基づいた進め方というか、そういうもの

で本町においては行っております。 

 今の委員からご指摘があったような、新しく食育防災センターが建って、そこで食育の今後のあ

り方について考えていくこと、それから今回の一般質問の中にあったような子供の貧困等との関係、

そういうふうなことからいけば一つの方法としては、一般会計からというふうなことは考えられる

方法だと思います。 

 やはりしっかりとした給食提供をする以上は給食提供をされるほうも、そこのところの押さえは

しっかり持ってもらいたい。そういう関係の中で今本町においてはこれまでやってきた方法で進め

ております。今後さまざまな事情の中で検討するところはあろうかと思いますけれども、今現時点

においてそこのところを一般会計から持ち出して、今回は98.25％というのは最近の収納から見たら

非常に高い収納なのです。これは職員の努力のお陰なのですけれども、やはりこれが今までの収納

率からいけば結局は一生懸命やってもこんなに集まっていないのです。そういう部分も含めて、や

はり保護者の皆さんにもしっかりと理解をしてもらって、一般会計からの持ち出しが、それが当た

り前だというふうなそういう捉え方をまたされるということも困ることになるので、その辺のとこ

ろの事情も踏まえて、給食そのものは栄養価値を落とさないようにはやっていく方向で進めていき
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たいと思いますけれども、今の現状に合わせた、この法に合わせたやり方で進めていきたいと思っ

ています。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、学校給食特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、港湾機能施設整備事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書では177ページから178

ページです。決算書は511ページから518ページです。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、港湾機能施設整備事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、墓園造成事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書181ページです。決算書は520

ページから527ページです。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、墓園造成事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、介護保険事業特別会計全般についてです。主要施策等成果説明書183ページから187ページ、

決算書は529ページから569ページです。質疑があります方はどうぞ。 

 ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） １点だけお尋ねしたいのですけれども、不納欠損がここでも出ていますけ

れども、記憶が正しければ年金をもらっている人は差し引かれて、それ以外の方というふうに思っ

ているのです。ということは年金額が非常に少ない人というふうに一般論的にはなると思うのです。

そういう中でこれ介護保険は減免規定があったと思うのですけれど、減免されている部分がどれぐ

らいあるのかということと、本当に不納欠損で落とさなければだめだというのと、減免規定が適用

になるかどうかというのはどこで線を引くのかといったらなかなか難しいと思うのだけれど、やっ

ぱり不納欠損よりももし減免規定が適用になるような項目があるのであれば、町長の裁量でできる

部分もあるのかどうかちょっと条例確認していないけれども、そこら辺の整合性をどこでとってい

らっしゃるのかそこら辺わかりますか。 

○委員長（小西秀延君） 田尻高齢者介護課長。 

○高齢者介護課長（田尻康子君） 不納欠損の部分で時効が２年間というルールがございます。実

際、委員がおっしゃっているように特別徴収といって年金の方から自動的に引かれる方は別として、

普通徴収といって年金をかけていない方、または年間18万円以下の方は普通徴収という形になりま

すけれども、結構不納欠損で落とすという状況でおりますが、介護保険料の減免につきましては本

町では行っておりません。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委。 

○４番（大渕紀夫君） 条例による減免規定がなければこれはしょうがないわけなのだけれども、

国保だとかそういうものは全部減免規定があります。介護保険勉強不足で済みません。ほかの市町
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村では減免規定全然ないのでしょうか。介護保険というのはそもそも減免規定がないのかどうか。

そうなると当然収入の低い、年金の高い人は全部チェックオフするからこれは絶対取りっぱぐれは

ないのです。すごく少ない人がそうなってしまうわけで不納欠損が出ることは、そのようにならざ

るを得ない。無年金の人とかになるわけだから、そこで減免規定があるというのは何か変なような

気がするのです。だからそこら辺は他市町村の状況というのはどのようになっているのですか。 

○委員長（小西秀延君） 田尻高齢者介護課長。 

○高齢者介護課長（田尻康子君） 私の勘違いかもしれませんけれども、保険料の減免規定は記憶

がございません。後でちょっと調べます。一般会計から低所得者の方を保険料を納められないとい

うことで、一般会計から減免して入れるということにつきましては全国的には何カ所かあることは

確認しています。ただ介護保険制度の仕組みからいいますと、40歳から介護保険料をいただいてい

るという原則がありまして、一般会計からいただくということになりますと、ではゼロ歳の方から

入れるのか、当たっているのかという形になりますと、なかなか、介護保険料の部分は介護保険サ

ービスを使うというのが原則ありますので、そこは難しいかなとかなというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） そこはわかりました。僕が言っているのは当然そうなのです。それで例え

ば上富良野町などは一般会計から出て介護保険料を下げているというのも実際は違法だと言ってい

るのだけれど、北海道でも上磯、今の北斗市とか２カ所か３カ所そういうところがあるのです。そ

ういうことは承知しているのです。僕が言いたいのは何かというと、いただけない部分というか、

社会的に弱者で現実的にいただけないとしたら、私は不納欠損で落とすのではなくて、一般会計で

入れろとかというのではなくて、減免できちっとそういうもの制度化するということが必要だと僕

は思っているのです。これ勝手に思っているのです。だから僕は減免制度があって、払えないから

不納欠損で落とすわけです。始めから払えないとわかっているのに、そういうふうになるというの

は論理的にはその人たちはやはり憲法でいう最低限度の生活が保障されていないことになってしま

うから、私はやっぱり減免で落とせるものは落とすべきではないかと考えるものだから、僕も調べ

ないで質問してしまったのだけれど、そういう意味での減免制度があるのであれば僕は不納欠損で

はなくて、そういうもので落としていくべきが本来のその社会福祉の筋ではないかということで言

っているのです。単純に、単に一般会計から出せとかそのようなことではなくて、不納欠損で落と

すということは払えない人の分を法的に落としていっているわけだから、そこの考え方を変えてい

かないと、国保でも僕はそう思っているのだけれど。その減免を大幅に使っているところ、現実的

に国保などでもたくさんあるわけで、そこらあたりは検討されたほうがいいのではないかなという

視点でお尋ねをしているということであります。 

○委員長（小西秀延君） 田尻高齢者介護課長。 

○高齢者介護課長（田尻康子君） 今、大渕委員のおっしゃっていることはよく理解いたしました。

ただ今年度、国の制度が変わりまして低所得者の介護保険料の減免制度という形で、第１段階の方、

実際公費負担軽減という形で軽減されていることの状況がございます。かなり年間の介護保険料が

落ちておりますので、そういうこともちょっと先ほどの減免制度の分などは、あとで調べますけれ

ども、もしありましたらそこの辺りは検討させていただきたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） 先ほどの部分は後ほどということでよろしいですか。 

○４番（大渕紀夫君） はい。 

○委員長（小西秀延君）  ほかにお持ちの方いらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、介護保険事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、特別養護老人ホーム事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書では189ページから

190ページまで、決算書では564ページから571ページです。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、特別養護老人ホーム事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 次に、介護老人保健施設事業特別会計全般について、主要施策等成果説明書では193ページから194

ページまで、決算書では573ページから588ページでございます。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして、介護老人保健施設事業特別会計全般についてを終了いたします。 

 これで特別会計の決算審査に関する質疑が終わりましたが、特別会計の全会計において特に質疑

漏れがありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 次に、決算書の590ページからの実質収支に関する調書、593ページからの財産に関する調書並び

に主要施策等成果説明書１ページ２ページの平成26年度各会計歳入歳出決算額調べについてお聞き

したいことがありましたらどうぞ。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑がないようですので、先ほどの質疑については答弁できますでしょ

うか。田尻高齢者介護課長。 

○高齢者介護課長（田尻康子君） 先ほどの減免規定の関係でございます。申し訳ございませんで

した。介護保険条例の中に保険料の減免というものをうたっておりまして、対象者につきましては

第１号被保険者、要するに世帯の生計を主として維持する方が震災だとか風水害だとかまたは火災

等それによって損害を受けた方、または生計を主として維持する者が死亡したときまたは身体的に

障がいを受けていてなかなか経済的に大変だという方、また収入が著しく落ち込んでいるという方

につきましては減免規定がございます。ただ単純に低所得者といわれる方に対しての減免規定はご

ざいません。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 質疑がないようでございますので、特別会計における決算審査の質疑を

終結いたします。 

 これで一般会計及び特別会計の質疑全て終わりました。 

 認定第１号 平成26年度白老町各会計歳入歳出決算認定についての討論に入ります。討論はあり
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ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第１号 平成26年度白老町各会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（小西秀延君）  反対、３番、斎藤征信委員。４番、大渕紀夫委員。賛成９、反対２。 

 よって、認定第１号は、認定すべきものと決定いたしました。 

                                          

◎認定第 ２号 平成２６年度白老町水道事業会計決算認定 

について 

○委員長（小西秀延君） 認定第２号 平成26年度白老町水道事業会計決算認定についてを議題に

供します。 

 別冊の決算書をお開きください。白老町水道事業会計決算について質疑に入ります。質疑があり

ます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 認定第２号 平成26年度白老町水道事業会計決算認定について、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（小西秀延君）  全員賛成。 

 よって、認定第２号は認定すべきものと決定しました。 

                                          

◎認定第 ３号 平成２６年度白老町立国民健康保険病院 

事業会計決算認定について 

○委員長（小西秀延君） 認定第３号 平成26年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて議題に供します。 

 別冊の決算書をお開きください。白老町立国民健康保険病院事業会計決算の質疑に入ります。質

疑のあります方どうぞ。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 採決いたします。 

 認定第３号 平成26年度を白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

 よって、認定第３号は認定すべきものと決定いたしました。 

                                           

◎報告第 １号 平成２６年度白老町各会計歳入歳出決算に関 

       する付属書類の提出 

◎報告第 ２号 平成２６年度白老町水道事業会計決算に関す 

る附属書類の提出 

◎報告第 ３号 平成２６年度白老町立国民健康保険病院事業会 

計決算に関する附属書類の提出 

○委員長（小西秀延君） 次に、報告第１号 平成26年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属

書類の提出について、報告第２号 平成26年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出に

ついて、報告第３号 平成26年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関する附属書類の提出

について、以上、３件を一括議題に供します。 

 本件に対する質疑はあります方どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号、報告第２号及び報告第３号は報告済みとすべきものと決定することにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号、報告第２号及び報告第３号は報告済みとすべきものと決定いたしました。 

                                          

◎審査結果報告書作成の議決 

○委員長（小西秀延君） 以上をもちまして、本委員会に付託された全ての議案の審議を終了いた

しました。 
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 なお委員会の審査報告書の作成についてはこれを正副委員長に一任していただきたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎閉会の宣言 

○委員長（小西秀延君） これをもって、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

 大変スムーズな今回は進行にご協力を皆様からいただきましたことを、委員長からお礼を申し上

げたいと思います。例年スケジュールより遅れるのですが、スケジュールどおりに大体、決算審査

が行われてまいりました。本当に感謝を申し上げ、つたない進行役ではございましたが、重ね重ね

感謝を申し上げて委員長の任を解かせていただきます。 

 ありがとうございました。 

  （午後 １時５７分） 


